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Ｉ福祉国家の揺らぎと歴史研究

1970年代に「黄金の30年」と呼ばれる経済成長期

が終わりを告げ,「福祉国家の危機」が語られてから

30年あまりが経過した。1980年代には英米で新自由

主義的改革が行われ，グローバル化が進む90年代以

降，その政策はほかの先進国にも広がっていったよ

うに見える。とはいえ，すべての先進国が「小さな

政府」へと向かっているわけではない。たとえば

GDP比の総税収を1990年と2009年で比較すると，

スウェーデン５２．２％→46.4％，ドイツ３４．８％→

37.0％，イギリス35.5％→34.3％，日本29.0％→

28.0％と，スウェーデンを除いて大きくは変化して

いない')。グローバル化とともに先進18カ国の多く

で福祉支出が拡大したと指摘する研究もある2)。国

内産業構造の変化や女性の社会進出にともなう家族

の変化は，就労支援や家族支援（ケアの外部化）と

いう新たな福祉の課題をもたらす。福祉国家は「縮

減（retrenchment)」に向かっているというよりも，

その中身を「再編（recalibration)」させる途上にあ

るという見方の方が妥当である。

今日の福祉国家が「小さな政府」へと収散してい

るわけではないにせよ，その中身が大きな変化にさ

らされていることは確かである。とりわけ貧困・失

業対策は過去20年のあいだに重要な変化を遂げた。

1980年代以降，従来の福祉国家によっては包摂され

ない多数の人々（長期失業者，非正規雇用者，シン

グル・マザーなど）の問題が発見され，それは「社

田中拓道

会的排除（socialexclusion，exclusionsociale，

sozialeAusgrenzung)」と呼ばれるようになった。

ヨーロッパ諸国では1990年代後半から相次いで失業

保険・公的扶助改革が行われていく。イギリスでは

1996年に求職者手当法が導入され，生活給付の条件

として就労活動が義務づけられ，同時に「ニュー

ディール」と呼ばれる包摂政策（就労支援策）が展

開された。ドイツでも2005年の失業給付Ⅱによって

それまでの公的扶助・失業保険が撤廃され，就労活

動と結びついた最低額の生活給付が導入された。フ

ランスでは2007年に寛大な参入最低所得（RMI）に

代わって就労義務を課す活動最低所得(ＲＭＡ）が導

入された。

これらの政策の背景にあるのは貧困への視座の変

化である。「社会的排除_,とは，単なる貧困や生存権

を脅かされた状態というよりも，社会的な紐帯から

切り離され，「自律」への意欲を失った個々人の能動

性，就労能力の問題とされる。それへの対応は，生

活給付を配分することではなく，各人が自ら就労義

務を果たして「能動的（active)」な市民となり，「自

律」を獲得するよう，さまざまな中間集団（非営利

団体，地方団体，就労アドバイザーなど）を通じて

個人に働きかけることにある。社会を構成する個々

人は，権利の担い手であるだけでなく，一定の「モ

ラル」を内面化し，社会に貢献する義務を負った存

在と見なされる。

このような貧困への視座・対応の変化は，貧困

史・福祉史研究においても新たな関心を喚起してき

た。本稿では今日の福祉国家変容を踏まえ，およそ

1970年代以降の研究動向を以下の二つの観点から検

討する。一つは，これまでの研究において貧困がど

う捉えられてきたのかを，「自律」と「規律」をキー

ワードとしてふり返ることである。この作業を通じ
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て，今日の「社会的排除」認識が歴史的にどういう

位置づけにあるのかを探る手がかりとしたい。もう

一つは，国家と中間集団の関係がどう論じられてき

たのかを検討することである。周知のように，２０世

紀には「戦争国家（warfarestate)」から「福祉国家

(welfarestate)」への転換が起き，国家が福祉の役

割を占有してきた。グローバル化の進展とともに従

来の国家の役割が低下すると，国家と中間集団の関

係を歴史的に検討しなおそうとする動向が生まれて

いる。以上の視角にしたがって，近年までの貧困

史・福祉史研究を，民衆の社会史（Ⅱ章)，ミシェ

ル・フーコーのインパクト（Ⅲ章)，福祉の複合体史

(Ⅳ章）の３つに分けて考察し，最後に今後の課題を

まとめる（Ｖ章)。

Ⅱ社会史の刷新(1)

－民 衆の社会史一

伝統的な救貧史研究では．福祉国家の発展に至る

前史として貧困への対応が扱われてきた。そこでは

救貧法から普遍主義的な生存権の保障へと至る制度

の発展史が叙述されるか，１９世紀の産業化を経た

｢大衆的貧困（Pauperismus)」の登場と，労資階級

間の対抗が描かれてきた3)。

1960年代から70年代にかけて，歴史学では労働史

研究の中から「民衆の社会史」と呼ぶべき研究潮流

が生まれてくる。これらの多くはエドワード・トム

スンの『イングランド労働者階級の形成』（1963年）

に影響を受けたものだった。トムスンは，民衆の騒

乱や労働運動を社会経済史に還元せず，その担い手

たちの政治意識や日常生活を独立した対象として再

構成することに力を注いだ。彼によれば，１８世紀か

ら19世紀前半の産業化の下でも，農村や都市の職人

層は独自の所有観念や社会的な公正意識を保ちつづ

けた。こうした意識はのちの論文で「モラル・エコ

ノミー」と呼ばれていく4)。

トムスンやジョージ・リューデら新世代の研究を

受け，社会経済史に還元されない民衆・労働者の生

活世界を対象とする多くの社会史研究が現れる。こ

れらに共通するのは，民衆・労働者の慣習，規範，

意識，文化などを，生産関係に規定されたものでは

なく，彼ら．彼女らの運動や選択をつうじて，いわ
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ば「下から」作り出されるものと捉えた点にあった。

そこでは犯罪や都市騒擾の記録が活用され，組合運

動やアソシエーションがどのように形成されたのか’

人的ネットワークや共通の階級意識がどう形成され

たのかが考察された。エリック・ホブズボームは'８

世紀半ばから,9世紀のイギリス熟練労働者層や活動

家の実態を，組織やイデオロギーではなく，階級意

識や日常生活の観点から描いた5)。１９世紀前半のマ

ルセイユをフィールドとしたウイリアム・セウェル

の研究では，職人組合の実態とそれをめぐる言説が

対象とされ，旧体制から1848年に至る熟練労働者の

運動には強い連続性があることが主張された6)。

フランスでも雑誌『社会経済史年報（Ａ"'zα"ｓ

ｄ,〃ぶ｡/γ産ＣＯ"0""９"ｅａｓＯ”/e)』に集まった研究

者を中心に，民衆世界の長期的持続や「集合心性

(mentalite)_ｊを対象とする社会史が発展してきた。

モーリス．アギュロンは，，9世紀前半の都市労働層

が自発的にアソシエーションを形成し，独自の文化

を作り上げていたことを指摘し，そうした関係を

｢社会的結合（sociabilit6)」と呼んだ7)。’830～48年

にかけて，労働者たちは職人組合，相互扶助団体を

形成するだけでなく，居酒屋での会合や歌唱団体へ

の加入を通じて独自の文化や階級意識を身につけて

いったという。こうした研究動向は日本でも'9世紀

半ばの都市労働者の日常生活と擾乱，世紀末のサン

ディカリスム運動を扱った優れた研究を生み出し

た8)。

民衆．労働者の生活世界の「自律性」を強調する

研究を受けて，貧困史・救貧史の分野でも，貧民の

｢主体性」を強調する研究潮流が生まれる。その先

駆といえるのがオルウェン・ハフトンの唱える「生

存維持の経済（econOmyofmakeshifts)」研究であ

る。彼によれば，プロテスタント諸国では国家によ

る救貧法が早くから整備されたが，カトリック諸国

では救貧が私的な施しにとどまり，公的な制度化は

進まなかった。１８世紀フランスでは，貧民が季節ご

とに移動をくり返したり物乞いを行ったり．場合に

よっては恐喝．泥棒．売春などに手を染めながら・

公的制度．私的慈善を戦略的に活用し，主体的に生

き延びていたという91．アルレツト・フアルジユは，

,8世紀パリの路上に生きる貧民を対象とする。彼女



Iま当時の行政文書を活用し，貧民の年齢・出身．家

族形態から，日常の生活，住居，物乞い・騒擾，当

局の統制に至るまでの細部を明らかにした'0)。こ

れらの研究は，貧民を単なる保護や管理の客体では

なく，既存の制度を戦略的に活用しながら生存をは

かる主体的な行為者として捉えた。

「生存維持の経済」は今日までの貧困史研究で一

つのキーワードとなっている'')。ピーター．マンド

ラーの編著書では，英仏蘭米の大都市において・下

層労働者や貧民が公的・私的慈善をどう活用してい

たのかを「下から」叙述することが目指される'2)。

貧民の生活世界を再構成するためには’二次資料や

行政資料を活用するだけでなく，貧民自身の語りを

通じて，その世界観，ネットワーク，ライフサイク

ルを明らかにする必要がある。ステイーブン・キン

グとアラナ．トムキンスの編著は，窮状を訴える貧

民自身の手紙などを資料として．，8世紀から'9世紀

半ばのイングランドで貧民がどのような生存戦略を

用い，人的ネットワークを活用していたのかを考察

している13)。

以上のように，「民衆の社会史」研究は’’8世紀か

ら,9世紀半ばのヨーロッパにおいて，産業化．都市

化の進展の下でも，それらから「'４'律」した民衆層

に固有のネットワーク・言語，慣習，文化が維持あ

るいは創出されていたことを明らかにした。貧民や

下層民は，単なる統治権力の管理の客体ではなく，

既存の制度や人的ネットワークを戦略的に活用し，

厳しい環境の中で生き抜く行為主体として捉えられ

た。

Ⅲ社会史の刷新(2)

－フーコーのインバクトー

ただし，「民衆の社会史」が対象とする時代は，多

くの場合19世紀半ば以前にとどまっていた。「民衆

の社会史」研究に距離をおくステッドマン・ジョー

ンズが，１９世紀後半の貧民・労働者の規律化や秩序

への恭順を強調したように'4)，支配層と民衆世界を

単純に分割し，二項対立として捉える歴史像は，教

育．衛生，社会立法が整備され．労働者・貧民層の

統合が進んでいく19世紀の後半には必ずしも当ては

まらなかった。

統治権力と民衆の生活世界とを二項対立として捉

えるのではなく，その相互関係を捉えることは可能

だろうか。1980年代以降，「民衆の社会史｣研究と密

接にかかわりながら異なるアプローチを探求したの

は，フーコーの思想に影響を受けた研究者であった。

そこに共通するのは，節制，禁欲，衛生，家族，労

働などの秩序形成にかかわる「心性」や「モラル」

をめぐって，いわば「上から」の規律化と「下から」

の自律的な文化形成とのあいだに複雑な交錯関係を

想定したことであった'5)。

フーコーは1970年代後半のコレージュ・ド・フラ

ンスでの講義において，１８世紀以降の統治権力の性

質変化をとりあげた１６)。彼によれば，１６世紀以降の

都市化や商業化にともなって，国家は国力の増大を

目的として，天然資源の管理，食料政策，通貨・財

政政策，衛生，貧困対策などへと介入の範囲を拡大

させていった。およそ18世紀以降，統治権力のあり

方には二つの変化がもたらされる。一つは，その目

的が国力を増大させることよりも，領域内の成員の

生命や安楽を集合的に増大させることに向けられる

ようになり，「人口」が特権的な指標となっていくこ

とである。人口の増殖を目的とした権力を，フー

コーは「生権力（bio・pouvoir)」と呼ぶ。もう一つは，

この「生権力」の担い手が，国家の統治層に限定さ

れず，むしろ「社会」の隅々へと拡散していくこと

である。公衆衛生，社会医学，家族・労働の管理，

市場の監視にかかわる専門的な知の担い手が，新た

な権力の担い手となる。これらの人々は，国家によ

る「上から」の窓意的な介入や統制を抑制し，「社

会」（フーコーは「市民社会（societecivile)」とも呼

んでいる）の「自律_，を促すことを目的として，民

衆層への働きかけを行った。こうしてフーコーによ

れば．民衆層の「自律」と「規律」権力とは対抗す

るものというよりも，むしろ表裏一体のものである。

18世紀以降に現れる「自由主義」とは，国家中心の

権力を抑制し，民衆の主体性や「自律」を促すため

の「社会」内に埋め込まれた規律権力を正当化する

イデオロギーとして理解される。

フーコーの講義は長らく公刊されず，その内容も

多分に実験的なもので．体系化されていたとはいえ

なかった。にもかかわらず,支配／被支配,支配層／
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民衆層という二項対立を排し，「社会」内部に浸透す

る権力を主題とする彼のアプローチは，後の歴史家

に大きな影響を与えた。一例として，1990年に日本

で刊行された『規範としての文化』と題される論文

集をあげておこう。そこでは宗教とモラル・ヘケモ

ニー，ナショナリズム，公教育，移民の同化，禁酒

運動，スポーツなどが，いわば「上から」と「下か

ら」の権力の交錯として検討されている。谷川稔の

記した序文は新しいアプローチの問題関心をよく示

している。

彼［ルイ・アルチユセールー引用者］の場

合は，国家による支配文化の一方的注入，「上か

らの押しつけ論」という印象が拭いきれない。

他方，民衆運動史家にありがちな，「下から」の

自生的文化の過度の強調も，問題の所在を明確

にする点では一定程度有効であるにしても，あ

まりに純粋培養的な民衆文化を想定するのは文

化的ヘゲモニーの実相を見誤ることになりかね

ない。そもそも，支配的文化なるものは単一の

階級文化で代表されるわけではなく，利害を異

にする複数の指導的文化の競合と相互規定によ

る一時的帰結，もしくは流動的態様にすぎず，

民衆文化も同様に心性を異にする複数のサブカ

ルチュアが前者の圧力を受けながら錯綜して混

在しているのにすぎない'7)。

貧困史・福祉史の分野でも，フーコーの影響を受

け，貧民や下層労働者の生活環境やモラルを改善す

るための知や働きかけを検討する研究が現れていく。

これらの特徴は，公的制度や，著名な思想家のテク

ストを対象とするのではなく，貧民と直接に対l時す

る慈善活動家，貧困家庭訪問員，医者，衛生学者，

ソーシャルワーカーなどの言説や実践を対象とし，

そこに働く微細な権力関係を捉えようとすることで

あった。ジャック・ドンズロは，１９世紀から２０世紀

前半のフランスで，家族が秩序維持にとって重要な

対象と見なされるようになったこと，博愛主義，宗

教，医学，衛生学，精神医学，司法，ソーシャルワー

クなどの専門家たちが，それぞれ「正常」な家族の

形成に向けて，民衆層への働きかけを行ったことを

指摘した'8)。ジオバンナ・プロカッチは，『貧民を

統治する』と題する著作の中で，１９世紀前半のフラ
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ンス経済学者，衛生学者，文筆家，医者，博愛主義

者などの貧困観の転換を主題とした。彼らの言説か

らは，貧民の労働規律や生活習‘慣に働きかけ，その

ふるまいを改善するような救貧実践が模索されたこ

とが読みとれる'9)。さらにフーコーの助手を長く

務めたフランソワ．エヴァルドは，１９～２０世紀転換

期の社会保険の導入が，新しい権力の観念と結びつ

いていたことを指摘した。社会保険の導入は，貧困

や労働事故が「リスク」として把握され，その責任

が個人ではなく社会の側に課せられるようになった

ことを示す。こうした責任観念の転換は，自らの

｢リスク」を最小化するよう民衆層を規律化すると

いう企図と結びついていた。エヴァルドは第三共和

政期の社会保険立法を推進した学者や政治家の言説

を検討することで，そこに民衆層の家族，衛生，ア

ルコール，友人関係，教育などを監視し，規律化す

るという新たな権力の観念が見いだせることを指摘

した20)。以上の論者は，いずれも貧民や下層労働者

の規律や統御が，国家権力の拡大ではなく，むしろ

｢社会」内の専門的な知の担い手によって模索され

たことを指摘し，こうした考え方を「自由主義」と

呼んだ21)。そのほかにも１９世紀の監獄，公衆衛生，

社会統計の活用などに関する詳細な研究が行われて

きた22)。日本では，阪上孝が19世紀フランスの都市

労働者層を管理する警察権力や貧困家庭訪問員を対

象として，「社会的事象の観察と調査にもとづき，社

会を構成する人々の習俗や習’慣に働きかける」「実

践的な装置系」を検討している23)。

フーコーのインパクトに付随して，貧困をめぐる

言説や表象をたどる研究にも触れておきたい。社会

経済史に還元されない意識や文化が歴史研究の対象

となるにつれて，言説や表象自体が「ヘゲモニー」

をめぐる闘争の場として見られるようになった。貧

困をいかなる言説やイメージによって表象し，公的

秩序にとっての「問題」として指示するかは，それ

自体が一つの権力実践として捉えられる。フィリッ

プ．サシエールは，貧困対策が政治問題となる'6世

紀以降のフランスで，一貫して貧民の「有用化」と

いう言説が展開されてきたことを指摘した24)。１８

世紀まで社会の周縁的な存在であり，「閉じ込め」の

対象と見なされていた貧民は’１８世紀以降，「人民」














